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企業立地促進のための補助制度を拡充 

～「世界に唯一」を目指し、知と技術を創発する企業立地促進プロジェクト～ 
 

 京都市では、京都経済の活性化や雇用創出に向け、令和 5 年 4 月に始動した「京都駅南オフィス・ラボ誘導プ

ロジェクト『京都サウスベクトル』」や令和 7 年 3 月に策定した「新京都戦略」に基づいて、企業立地を強力に促

進しています。 

 この度、企業立地の更なる促進に向けて、市内での事業拡大や京都進出に活用できる補助制度を拡充します。 

 

【補助制度の拡充内容概要】 

● 市内で事業を拡大する企業向け 

・ 事業拡大を機に市内居住を促進するための補助制度を新設（最大２，５００万円） 

▷交付金額 最大４０万円／人（事業拡大に伴って新たに市内に居住する役員・従業員を対象） 

▷交付期間 １年間 

・ 生産性の向上と新たな雇用創出に挑戦する企業を支援するための補助制度を充実（最大１億円）  

▷交付金額 固定資産税及び都市計画税相当額の５０～１５０％ 

▷交付期間 １～３年間  

 

● 市外から進出する企業向け 

・ オフィス等の賃料を補助する制度を新設（最大２，０００万円） 

   ▷補 助 率 １/２ 

▷交付期間 ２年間  

・ スモールスタートでの進出を目指す企業や、京都から社会課題解決に挑戦する企業を支援するための 

補助制度を充実（最大５，０００万円） 

 ▷交付金額 最大８０万円／人 

▷交付期間 ２年間 

（スモールスタートを担う役員を新たに追加、加算要件の対象に「社会課題解決」に取り組む企業を追加） 

 

 ※拡充した補助制度の概要は別紙１、詳細は別紙２ 

 

【実施日】 

令和８年４月１日 

＜お問合せ先＞ 
京都市産業観光局企業誘致推進室（電話：０７５－２２２－４２３９） 


